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令和２年度８月定例教育委員会会議録 

 

令和 2 年 8 月 27 日(木) 

開会：午後 2 時 00 分 

閉会：午後 2 時 30 分 

 

山本教育総務課長  令和 2 年度 8 月定例会議に入ります前に事務連絡から始めさせていただきます。

次回の定例会議の日程でございますが、9 月 29 日（火）午後 2 時 30 分から、富田

林市役所庁議室での開会を予定しております。それでは、本日の議事日程をご説明

させていただきます。 

≪議事日程を説明≫ 

それでは、教育長開会をお願いいたします。 

山口教育長   それでは、令和 2 年度 8 月定例教育委員会会議を開会いたします。まずは、日程

第 1、会議録署名委員の指名について、今月は、勝山委員よろしくお願いいたしま

す。 

勝 山 委 員  わかりました。 

山口教育長  続きまして、日程第 2、会議録の承認について、先月 7 月定例教育委員会会議の会

議録について確認していただきまして、何か訂正、付け加え等はございませんか。 

         特に無いようですので、会議録については承認とさせていただきます。 

         続きまして、日程第 3、教育長報告に移ります。今月は 2 件の報告がございます。

まずは、報告第 11 号、教育委員会の後援名義承認申請のあった行事について、今月

は、新規の申請がございませんので、これまで承認したことのある行事について、何

かご質問等はございませんか。 

勝 山 委 員   ①の内容、映画上映「ビキニの海は忘れない」は、ビキニ環礁における水爆実験に

ついての上映ですか。 

山本教育総務課長  はい、そのとおりでございます。 

勝 山 委 員   この映画を母親大会で上映することに、どのような関係性があるのでしょうか。 

山本教育総務課長   今回の母親大会の目的としまして、母親運動の始まりとなりました、1954 年の水

爆実験についての映画を観ることで、核兵器がもたらす被害についての認識を深め、

子どもたちに平和な未来を手渡すために、私達に何ができるのかを考えるという趣

旨でございます。  

山元教育長職務代理者   参加料が 300 円必要ですが、子どもたちも一律 300 円でしょうか。 

山本教育総務課長   子どもの参加料は頂いておりません。本行事にご賛同いただける方から参加協力

券の購入という方法で参加料を頂いております。  

山口教育長   他に何かご質問等はございませんか。特に無いようですので、報告第 11 号につき

ましては、これで終わらせていただきます。 

次に、報告第 12 号、令和 2 年度大阪府富田林市一般会計補正予算の専決処分につ

いて、教育総務課から順次、説明をお願いします。 

山本教育総務課長   それでは、報告第 12 号、令和 2 年度大阪府富田林市一般会計補正予算の専決処分

について、ご説明させていただきます。 
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         今回の補正予算の専決処分につきましては、国の第 2 次補正予算による「学校保

健特別事業費補助金」並びに「教育支援体制整備費補助金」を活用いたしまして、

新型コロナウイルス感染症の影響による、小中学校の臨時休業からの再開等に関し

て必要となる経費、及び子どもたちの学習保障に要する経費、並びに幼稚園におけ

る新型コロナウイルス感染症対策を実施するための経費について、7 月 17 日に専決

処分させていただいたものでございます。 

         事業費は、小学校で消耗品費、通信運搬費、備品購入費として 4,100 万円、中学

校で消耗品費、通信運搬費、備品購入費として 2,100 万円で、小中学校をあわせて、

6,200 万円を計上しております。国庫補助金につきましては、1/2 補助で、3,100 万

円を計上しております。小中学校の経費に関しては、国の基準に基づき、児童生徒

数により各校へ 200 万円から 400 万円の予算配当となっております。 

         次に、幼稚園に関しましては、1 園 50 万円の予算配当となっており、事業費とし

ては消耗品費、備品購入費として 500 万円を計上し、国庫補助金は、10/10 で 500 万

円を計上しております。 

         以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。 

辻野教育総務部次長代理  続きまして、教育指導室関連についてご説明申し上げます。報告第 12 号、裏面を

ご覧下さい。生徒指導事業における補正予算でございます。 

         本市立小中学校における修学旅行等の宿泊行事の実施にあたって、新型コロナウ

イルス感染症対策として 3 密を避けるためのバス等の借り上げ費用や、延期、行程変

更に伴う追加費用等、当初予定しなかった費用が発生しております。保護者の経済的

負担を増加させないための対応として増額となった費用について、各小中学校を補助

することといたしました。補正額として、613 万円となっております。 

         以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

松葉学校給食課長   それでは、学校給食課関連につきまして、ご説明を申し上げます。 

         このたびの補正予算は、新型コロナウイルス感染症での臨時休業等による保護者

への子育て支援として、市立中学校の給食費を無償化するためのものでございます。 

         その内容としまして、令和 2 年 10 月分から令和 3 年 3 月分までの期間で、生徒

一人あたり合計 30 食分の給食申し込みが無料になるチケットを配布し、給食申し込

み時にチケットを提出することにより、その分の給食費を無償とするものでござい

ます。補正額は、2,457 万 2 千円です。 

         なお、財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とするもので

ございます。 

         以上、報告とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

山口教育長  ありがとうございます。それでは、報告第 12 号につきまして、何かご質問等はご

ざいませんか。 

         特に無いようですので、報告第 12 号につきましては、これで終わります。 

         続いて、日程第 4、富田林市教育委員会の議決を経るべき議案に移ります。今月

は、1 件の案件がございます。それでは、議案第 19 号、富田林市放課後子ども教室

運営委員会委員の委嘱・任命について、生涯学習課から説明をお願いします。 

道籏生涯学習課長   議案第 19 号につきまして、提案の理由並びに内容のご説明を申し上げます。 
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         本議案は、生涯学習課において設置しています富田林市放課後子ども教室運営委

員会委員の委嘱・任命について、でございます。 

         本委員会は、富田林市附属機関の設置に関する条例に基づき市教育委員会の附属

機関とされる富田林市放課後子ども教室運営委員会の委員の委嘱・任命を行うもの

です。  

         今回の委嘱・任命は委員 14 名のうち、3 名が所属団体等の人事異動等により入れ

替わるものでございます。 

         なお、新規委員には網掛けを行い、参考資料としまして、新旧対照表を下部に掲

載させていただきました。 

         以上、提案させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

山口教育長  ありがとうございます。それでは、議案第 19 号につきまして、何かご質問等はご

ざいませんか。 

         特に無いようですので、議案第 19 号につきましては、提案どおり議決とさせてい

ただきます。 

         続いて、日程第 5、富田林市議会の議決を経るべき議案に移ります。 

         今月は、2 件の案件がございます。まずは、議案第 3 号、訴訟上の和解について、

教育指導室から、説明をお願いします。 

辻野教育総務部次長代理  議案第 3 号、訴訟上の和解について、ご説明させていただきます。資料の議案第 3

号をご覧下さい。 

           提案の理由についてですが、本市立学校で発生した学校事故について、本市に対

し、支払いを求めた訴えについて、この度、裁判所からの和解の提示があり、この和

解に応じようとするもので、地方自治法第 96 条第 1 項第 12 号及び 13 号の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。 

         なお、和解条項でございますが、主な内容といたしましては、被告は原告らに対し

て、本件事故による解決金として金 500 万円の支払い義務があることを認め、独立行

政法人日本スポーツ振興センターから障害見舞金が支給された場合は、当該 500 万

円から、その支給相当額を控除した金額を支払うものとすること、その他、原告らと

被告との間には、本件和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互

に確認することです。 

         なお、本市の支払う解決金につきましては、本市が加入しています全国市長会市

民総合賠償保険の損害保険ジャパン日本興亜損保株式会社が負担いたします。 

         以上でご説明とさせていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

山口教育長  ありがとうございます。それでは、議案第 3 号につきまして、何かご質問等はござ

いませんか。 

         特に無いようですので、議案第 3 号につきましては、提案どおり議決とさせてい

ただきます。 

  続きまして、議案第 4 号、令和 2 年度大阪府富田林市一般会計補正予算（案）につ

いて、教育総務課から順次、説明をお願いします。 

山本教育総務課長   それでは、議案第 4 号、令和 2 年度富田林市一般会計補正予算（案）について、

ご説明させていただきます。議案第 4 号の教育総務課分をご覧ください。 
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         今回の補正予算（案）につきましては、国の地方創成臨時交付金を活用いたしま

して、計画的に整備を進めておりました小・中学校の校務用パソコン、及び大型モ

ニターを前倒して整備する経費、並びに、GIGA スクール構想により児童生徒の端末

が 1 人 1 台となることから、小・中学校のインターネット回線を増速に要する経費

について、9 月議会で補正予算（案）として提案するものです。 

         事業費は、インターネット回線の増速経費として、小学校で 208 万 3 千円、中学

校で、104 万 2 千円、校務用パソコン、及び大型モニターの購入費として、小学校で

2,739 万 3 千円、中学校で、3,145 万 2 千円を計上しております。 

         以上、簡単ではございますが、ご説明とさせていただきます。 

辻野教育総務部次長代理  続きまして、教育指導室関連についてご説明申し上げます。資料の議案第 4 号の最

後の行から裏面にわたっております。 

         費目が多くにわたっておりますが、裏面の 6 行目までについては、全て学校園に

配置しております市費負担職員の人件費に係る補正予算です。今年度は、新型コロナ

ウイルス感染症による臨時休業による授業時数の不足を確保するため校園長会の申

し出により、夏季休業期間を短縮いたしました。このことに伴い、介助員、学校司書、

日本語指導員等の職員を年度当初の配置予定日数を越える形で配置することが必要

となりましたことから、今後不足することが想定される報酬、旅費に係る補正予算を

計画するものでございます。全ての事業の補正総額は、1,458 万 6 千円です。 

         次に、裏面の最後の 2 行ですが、現在児童生徒用の学習用タブレットについて、

整備を進めているところですが、今後緊急時に子どもたちの学習において ICT 機器

の活用が求められることも想定される中、教員の指導用タブレットの整備も急ぐ必要

がありますことから、今年度中に教員用の指導用タブレット整備を計画するものでご

ざいます。小中学校合わせた補正額は、786 万 1 千円です。 

         以上、教育指導室関連の 9 月の追加補正予算要望です。ご審議の程、よろしくお

願いいたします。 

松葉学校給食課長   それでは、学校給食課関連につきまして、ご説明を申し上げます。 

         このたびの補正は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための「新しい生活

様式」に対応するとともに、学校給食費納付の利便性向上を図るため、スマートフ

ォンアプリで支払いが可能となるキャッシュレス化の実現と、あわせてコンビニエ

ンスストアでの支払いもできるように、給食費管理のシステム改修を行うものでご

ざいます。補正額は、885 万 6 千円です。 

         なお、財源は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金とするもので

ございます。 

         以上でございます。ご審議の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

道籏生涯学習課長   続きまして、生涯学習課関連についてご説明申し上げます。まず、きらめき創造

館管理運営事業に係る補正予算についてご説明申し上げます。 

         きらめき創造館 topic の運営に当たり、新型コロナウイルス感染症対策として、

備品を購入するもので、アクリル板の衝立、換気のための網戸設置、コロナ禍にお

いて行うことが可能なオンライン会議や、情報発信のための動画編集を想定したパ

ソコン 5 台、ipad5 台の購入等でございます。補正額は 543 万 1 千円です。財源を
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国の地方創生臨時交付金とするものでございます。 

         次に、成人式に係る補正予算についてご説明申し上げます。来年 1 月の実施に向

け、新型コロナウイルス感染予防策を講じるための追加費用でございます。補正額

は青少年対策費合計で、293 万 2 千円です。財源を国の地方創生臨時交付金とする

ものでございます。 

         次に、体育施設整備事業に係る補正予算についてご説明申し上げます。富田林市

立市民総合体育館と青少年スポーツホールに合計 5 台のスポットクーラーを配置し、

今後、屋内においてスポーツをされる方の熱中症対策として導入するものです。 

         また、スポットクーラーは、空気循環をうながすことにもなり、新型コロナウイ

ルスの感染防止の一助にもなると考えています。補正額は 74 万 8 千円です。 

         次に、市民会館整備事業に係る補正予算についてご説明申し上げます。市民会館

の多目的ホールにおいて、スポーツをされる方の熱中症対策として導入するもので

す。3 台のスポットクーラーを配置いたします。補正額は 44 万 9 千円です。 

         以上、簡単ではございますが、ご説明とさせていただきます。 

柳田生涯学習部次長   それでは、文化財分につきまして、ご説明を申し上げます。 

         この事業は、国の新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金事業として、

文化財課で予定している事業を、国に申請を行うものでございます。 

         なお、この事業は議会での補正予算への計上が、前提条件となっておりますこと

から、補正要望をさせていただいております。 

         それでは、文化財保護費、委託料、事業名 歴史資料保存活用事業についてご説

明を申し上げます。 

         新型コロナウイルスの感染拡大を受け、不要不急の外出を控えることが求められ

る中、各地の博物館や美術館では、臨時休館や時間短縮、事前予約制といった対応

を取られているところが多くなってきております。 

         そのため、普段から観光などで博物館・美術館に親しんでいる人たちにとっても、

余暇の過ごし方としての選択肢が失われてきております。 

         また、在宅時間が長期化している子どもたちにとっては、実際にモノを見たり、

学芸員の説明を聞いたりといった休暇中の学習機会が大きく損なわれているように

感じております。 

         このような新たな生活様式の中で、Web 上の仮想ミュージアムを構築し自宅にい

ながら、富田林市の歴史・文化について学んでいただくことができる、文化財デジ

タルアーカイブの作成を行うものでございます。作成業務委託料として 1,200 万円

を計上させていただいたおります。 

         以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

山口教育長  ありがとうございます。それでは、議案第 4 号につきまして、何かご質問等はござ

いませんか。 

勝 山 委 員   生涯学習課の予算について、来年の成人式は、どのような形態で催すのでしょうか。

例年通りですと、かなり密になると思われますが。 

道籏生涯学習課長   成人式については、場所は、すばるホールで変更はございませんが、複数開催す

ることを考えております。その内容としましては、中学校区ごとに分けまして、同
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日の午前に 1 回、午後から 2 回と時間を分けて開催することを考えております。こ

れにより、1 回の開催に際しての参加人数が 300 人ほどになります。また、会場につ

いても、すばるホール内の複数の部屋に分けて開催し、3 密を回避できるものと考え

ております。 

勝 山 委 員   式典での祝辞等の行事については、その回ごとに行うのですか。 

道籏生涯学習課長   式典の方法につきましては、現在検討中でございます。 

勝 山 委 員   来賓者の参加についてはどうでしょうか。 

道籏生涯学習課長   来賓者につきましては、不参加の方向で検討しております。 

勝 山 委 員   感染が拡大していた場合、開催有無については、柔軟に対応するということでしょ

うか。 

道籏生涯学習課長   外出自粛など、社会的な状況を鑑み対応したいと考えております。 

山口教育長   他に何かご質問等はございませんか。特に無いようですので、議案第 4 号につき

ましては、提案どおり議決とさせていただきます。 

         以上で、本日の日程は、すべて終了となりました。本日の案件に対しまして、活

発なご意見、ご質問をいただき、長時間のご審議ありがとうございました。         

これで、令和 2 年度 8 月の定例教育委員会会議を終了いたします。 

 

 

 


